
 

 

 

 

コイヘルペスウイルス病の確定について 

 

平成２０年１２月９日、尾張地区の養殖業者の池のコイから、 

コイヘルペスウイルス病のウイルスが検出されました。 

 

１ 概要 

○平成２０年１２月２日、輸出錦鯉衛生証明書発行ガイドラインに基づき、

養殖業者がコイヘルペスウイルス病検査を（社）日本水産資源保護協会に

依頼したところ、コイヘルペスウイルス病陽性と診断されました。 
 

○平成２０年１２月９日、独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所の

確定診断によりコイヘルペスウイルス病陽性が確認されました。 

 

２ 対応 

 ○平成２０年１２月８日、コイヘルペスウイルス病陽性が検出された段階で、

県立ち会いのもと、当該業者が自主処分及び消毒を実施しました。 

 

３ その他 

○当該業者は他から導入したコイを同居飼育させて検査コイとしましたが、

その供給元でコイヘルペスウイルス病陽性が確認されており、今回の結果

は検査コイ由来である可能性が示唆されます。 
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コイヘルペスウイルス（ＫＨＶ）病の検査結果について

１２月４日にＫＨＶ陽性が確定されたコイが飼育されていた池と同じハウス内にある別

池および陽性となった池にいるコイについて、同日に県農林水産総合技術センター水産試

験場内水面試験地に持ち込まれ、（独）水産総合研究センター養殖研究所が確定診断を行

った結果、１２月１０日にＫＨＶ陽性と確定されました。

確定検査結果

１箇所（和歌山市） ７検体中 ６検体で陽性（ニシキゴイ）
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